
令和6年度

和光市立大和中学校おやじの会

第20回　総　会

総　会　資　料

日時　令和6年6月21日(金) 午後7時

場所　大和中学校　会議室



令和6年度　和光市立大和中学校おやじの会

総　会　次　第

1.    開会のことば　　　　　　　　　　　

2.    会長あいさつ　　　　　　　　　　　

3.    学校長あいさつ　　　　　　　　　　

4.    議長選出　　　　

5.    議事

（1）  令和5年度　事業報告

（2）  令和5年度　決算報告

（3）  令和5年度　監査報告

（4）  令和6年度　役員承認

（5）  令和6年度　事業計画（案）

（6）  令和6年度　予算　　　（案）

（7）  その他

6.    閉会のことば　　　　　　　　　　



令和5年度 事業報告

日付 事業内容 備考

4/22(土) 役員打合せ会

5/14(日) 下新倉氷川神社ふれあい祭り　出店

5/18(木) 令和4年度　会計監査

6/9(金) 令和4年度　総会

6/12(月) 会員募集お手紙配布

6/17(土) けやきさくらの畑　看板立て作業

7/1(土) 校舎周辺側溝作業

7/14(金) 市内全域一斉パトロール

8/19(土) にいくら夏祭り参加

10/7(土) 飛翔祭

12/16(土) 側溝清掃

1/20(土) 新年会

2月上旬 新入生説明会　会員募集手紙配布

3/8(金) 市内全域一斉パトロール

3/23(土) 側溝清掃 ※雨天延期

3/30(土) 白子さくらまつり
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収入合計　　　　　　　　　　　　520,454円　　　　　　　

支出合計　　　　　　　　　　　  281,026円　　　　　　　

次年度繰越金　　　　　　　　　239,428円

（収入の部）

項　　　目 予算額 決算額 比較増減 備　　　　考

会　費 0 0 0

補　助　金 10,000 10,000 0 令和5年度　大和中ＰＴＡより

イベント売上金 250,000 305,544 55,544 下新倉氷川神社祭り、にいくら夏祭り、飛翔祭、白子小学校さくらまつり

繰　越　金 204,910 204,910 0

合　　計 464,910 520,454 55,544

（支出の部） （単位：円）

項　　　目 予算額 決算額 比較増減 備　　　考

会　議　費 20,000 0 20,000

消耗品費 5,000 0 5,000

事　業　費 250,000 151,026 98,974 下新倉氷川神社祭り、にいくら夏祭り、飛翔祭、白子小学校さくらまつり

教育指導費 30,000 0 30,000 .

周年行事積立金 30,000 130,000 -100,000 令和8年の80周年に向けて

備　品　費 20,000 0 20,000

予　備　費 109,910 0 109,910

合　　計 464,910 281,026 183,884

(収入)　520,454円ー(支出)281,026円＝(差引残高)239,428円

差引残高239,428円を次年度に繰越します。

（周年行事積立） （単位：円）

項　　　目 収入金額 支出金額 差引残高 備　　　考

繰越金 180,000 0 180,000

本会計より 130,000 0 130,000

合　　計 310,000 0 310,000

上記の通り報告いたします。
大和中学校おやじの会

会　長

会　計

会　計

令和5年度　会計監査報告
会計監査の結果、適正にして正確であることを認めます。

大和中学校おやじの会

会計監査

会計監査

令和5年度　大和中学校おやじの会収支決算報告書

（単位：円）

令和6年6月15日



（令和6年 6月 22日より）

会長 大家 宏之 2年生

副会長 花谷 佳弘 OB

副会長 中村 哲 学校運営協議会 委員

副会長 秋葉 孝善 教頭

会計 片山 義久 OB

会計 柏木 伊久美 OB

監査 星野 千春 会員外

監査 川合 香代子 会員外

顧問 深井 宏之 OB

　令和6年度  役員（案）
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令和6年度 事業計画（案）

日付 事業内容 備考

5/12(日) 下新倉氷川神社ふれあい祭り出店

5/25(土) 役員打合せ会

6/15(土) 令和5年度　会計監査

6/21(金) 令和6年度　総会

６月 会員募集お手紙配布

7/6(土) 側溝の清掃

7/12(金) 市内全域一斉パトロール

8/17(土) にいくら夏祭り

9/14(土) 三小65周年に出店

10/12(土) 飛翔祭

12月 忘年会

1月 新年会

2月上旬 新入生説明会　会員募集手紙配布

3月 市内全域一斉パトロール

3/29(土) 白子さくらまつり

[その他]

・学校、PTAと合同事務連絡会議を開き、

・今年度の学校への協力事業を協議

・環境美化活動：校内補修・清掃他　随時

・役員会、打合せ会　年数回

・会員募集　ホームページにて随時募集
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収入の部 　　　　　　　　　　　（単位　円）

項　　　目 前年度予算額 今年度予算額 比較増減 備　　　　考

会　　　費 0 0 0 特例により徴収無し

補　助　金 10,000 10,000 0 ＰＴＡより

イベント売上金 250,000 250,000 0

繰　越　金 204,910 239,428 34,518 前年度より繰越し

合　　　計 464,910 499,428 34,518

支出の部 　　　　　　　　　　　（単位　円）

項　　　目 前年度予算額 今年度予算額 比較増減 備　　　　考

会議費 20,000 20,000 0 総会・役員会資料、懇親会補助費等

消耗品費 5,000 5,000 0 事務用品等

事　業　費 230,000 230,000 0 模擬店仕入れ・他事業費

教育指導費 30,000 30,000 0

周年行事積立金 30,000 50,000 20,000 令和8年の80周年に向けて

備　品　費 20,000 20,000 0

予　備　費 129,910 144,428 14,518

合　　　計 464,910 499,428 34,518

周年行事積立金の部 　　　　　　　　　　　（単位　円）

項　　　目 前年度予算額 今年度予算額 比較増減 備　　　　考

繰　越　金 180,000 310,000 130,000

本会計より 130,000 50,000 -80,000

合　　　計 310,000 360,000 50,000

令和6年度  予算（案）
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議案 大和中学校おやじの会規約改正について 

 

１．役員について 

現規約 

第６条（役員）   本会には次の役員及び会計監査、顧問を置くことが出来る。 

①  会長（現在の保護者会員の中から選出）   1名 

②  副会長 （教頭、会員）          3名 

③  事務局・会計（会員）           4名 

④  会計監査               2名 

⑤  顧問                   若干名 

 

改正案 

第６条（役員）   本会には次の役員及び会計監査、顧問を置くことが出来る。 

①  会長（現在の保護者会員の中から選出） 1名 

②  副会長 （教頭、会員）        若干名 

③  事務局・会計（会員）          若干名 

④  会計監査                 若干名 

⑤  顧問                  若干名 

 

２．会費について 

現規約 

第 10条（会費）  本会の会費を年額１,０００円とする。また運営上必要な経費を徴

収することがある。 

         大和中学校ＰＴＡが若干の補助金を支援する。 

改正案 

第 10条（会費）  本会の会費は無し。また運営上必要な経費を徴収することがある。 

        大和中学校ＰＴＡが若干の補助金を支援する。 
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大和中学校 おやじの会 規約 

 

第１条（名称）   本会は、大和中学校「おやじの会」と称する。 

 

第２条（事務局）  本会は、事務局を和光市立大和中学校に置く。 

 

第３条（目的）    本会は、大和中学校・大和中学校 PTA と密接に連携し、父親

を中心とした会員が連携を図りながらお互いに親睦を深め、人

生の先輩、地域の先輩として諸活動を通して子供たちとふれあ

い、子供たちの健全育成に寄与することを目的とする。 

  

第４条（事業）   本会は、前条の目的を達成するため、次の諸活動を行う。 

       ① 会員、教職員との交流 

② 学校・PTAの活動への協力 

③ 学校や地域の教育環境整備 

④ 本会の目的達成のために必要な会独自の活動、催し 

ただし、特定の個人または法人（宗教、政治）、その他利潤を

目的とした団体への協力は行わない。 

 

第５条（会員）   本会の会員は、 

① 大和中学校の保護者、教職員 

② 大和中学校を愛し、本会の趣旨に賛同する人 

で構成する。 

          尚、本会の活動に賛同される方を賛助会員とし別条で規定する。 

 

第６条（役員）   本会には次の役員及び会計監査、顧問を置くことが出来る。 

①  会長（現在の保護者会員の中から選出）     1名 

②  副会長 （教頭、会員）            3名 

③  事務局・会計（会員）             4名 

④  会計監査                   2名 

       ⑤  顧問                    若干名 

          ○ その他必要な役員を置くことができる。 

          ○ 本会の役員の任期は 1年とする。ただし再任は妨げない。 

          ○ 役員は、会員の互選により選出し、総会の承認を得る。 



 

 

第７条（会議）  本会の会議は会長が召集する。 

 

第８条（総会）  本会の総会を年一回開催する。第 5条①②の会員で構成する。 

 

第９条（賛助会員）本会の活動に賛同される地域の方及び法人等 

 

第 10条（会費）  本会の会費を年額１,０００円とする。また運営上必要な経費を徴

収することがある。 

         大和中学校ＰＴＡが若干の補助金を支援する。 

 

 

付 則 

本会の規約は、平成20年 6月20日より一部改正し施行する。 

本会の規約は、平成25年 6月 7日より一部改正し施行する。 

本会の規約は、平成27年 6月 5日より一部改正し施行する。 


